
    

 

 

 

 

日本に新規入国する外国人は年々増えています。 

<不法就労外国人を雇用しないために> 

 不法残留等の不法滞在者に対して不法就労を斡旋するブローカーや 

就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。 

 警察では、このようなブローカーや悪質な事業主の取締りを強化しています。 

～事業主の皆さんにお願い～ 

☆外国人を雇用➡旅券、在留カード、就労資格証明書（希望する外国人に配布され

る）等をコピーではなく実物で確認してください。 

☆留学生等については資格外活動の許可の有無、許可された活動内容を確認 

 

 

 

 

～覚醒剤、大麻等の乱用をなくそう～ 

薬物乱用の恐ろしさ 

薬物を乱用すると… 妄想・幻覚症状が現れる 

              家庭の崩壊や二次災害を引き起こして社会に悪影を与える 

➡本人だけでなく周りも巻き込む 

⚠覚醒剤等の薬物追放にご協力を⚠ 

☆覚醒剤＝痩せる、大麻＝音感がよくなる、薬物＝かっこいいもの 

➡だまされています！！ 

あなたの周りで薬物を扱っている人を見たり聞いたりしたときは、警察までお知らせください。 

何度でも繰り返し使用したくなる をもっている 

 

 

不法就労・不法滞在防止にご協力を！ 
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薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 

 


